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告　
　
　

示

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

二
四
一

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
令
和
元
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度	

二
四
一

○
令
和
元
年
度
後
期
技
能
検
定
の
実
施	

二
四
一

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

二
四
五

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
八
十
一
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
字
東
田
町
四
百
五
十
一
番
四
及
び
四
百
五
十
二
番
六

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

最
大
四
・
一
八
メ
ー
ト
ル　

最
小
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

三
十
四
・
五
三
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

令
和
元
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度

　

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
元
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

同
一
の
単
位
と
さ
れ
る
保
安
林

皆
伐
面
積
の
限
度

甲
府
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

甲
府
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

甲
府
地
区
保
健
保
安
林

笛
吹
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

笛
吹
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

笛
吹
川
干
害
防
備
保
安
林

鰍
沢
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

鰍
沢
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

鰍
沢
地
区
干
害
防
備
保
安
林

鰍
沢
地
区
保
健
保
安
林

韮
崎
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

韮
崎
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

多
摩
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

多
摩
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

相
模
川
中
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

相
模
川
中
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

相
模
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

相
模
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
、
五
七
〇
・
六
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
七
九
・
〇
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

三
・
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
、
一
〇
七
・
四
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
一
一
・
一
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

〇
・
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
、
六
八
九
・
九
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
五
二
・
五
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

八
・
〇
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
一
・
五
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
、
〇
二
九
・
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

五
三
四
・
九
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

七
一
七
・
六
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
八
・
〇
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
、
〇
九
八
・
二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
六
〇
・
九
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
二
八
・
九
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
六
九
・
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

◉　

令
和
元
年
度
後
期
技
能
検
定
の
実
施

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

実
施
職
種

　

1
	　

特
級　

特
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
（
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
実
施
す
る
も
の
は
、
鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加

工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板
金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検



山
梨
県
公
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第
三
十
二
号　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

二
四
二

査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配

線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光
学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組
立
て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、

油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
及

び
パ
ン
製
造
と
す
る
。

　

2
	　

一
級
及
び
二
級　

一
級
及
び
二
級
の
検
定
職
種
の
ち
後
期
に
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
職
種
と
し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者

が
選
択
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

さ
く
井

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
施

工
法　

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井

施
工
法

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
工

事
作
業　

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く

井
工
事
作
業

金
型
製
作

プ
レ
ス
金
型
製
作
・
金
属
プ
レ

ス
加
工
法

プ
レ
ス
金
型
製
作
作
業

工
場
板
金

機
械
板
金
加
工
法　

数
値
制
御

タ
レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ
ス
板
金

加
工
法

機
械
板
金
作
業　

数
値
制
御
タ

レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ
ス
板
金
作

業

金
属
ば
ね
製
造

薄
板
ば
ね
製
造
法

薄
板
ば
ね
製
造
作
業

機
械
検
査

な
し

な
し

電
気
機
器
組
立
て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
法

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業

半
導
体
製
品
製
造

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造
法　

集

積
回
路
組
立
て
法

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造
作
業　

集
積
回
路
組
立
て
作
業

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製

造

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
法　

プ

リ
ン
ト
配
線
板
製
造
法

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業　

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業

時
計
修
理

な
し

な
し

空
気
圧
装
置
組
立
て

な
し

な
し

農
業
機
械
整
備

な
し

な
し

冷
凍
空
気
調
和
機
器

施
工

な
し

な
し

婦
人
子
供
服
製
造

婦
人
子
供
既
製
服
製
造
法

婦
人
子
供
既
製
服
縫
製
作
業

石
材
施
工

石
材
加
工
法

石
材
加
工
作
業

パ
ン
製
造

な
し

な
し

建
築
大
工

な
し

な
し

か
わ
ら
ぶ
き

な
し

な
し

配
管

建
築
配
管
施
工
法

建
築
配
管
作
業

型
枠
施
工

な
し

な
し

鉄
筋
施
工

な
し

鉄
筋
施
工
図
作
成
作
業　

鉄
筋

組
立
て
作
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送

施
工

な
し

な
し

防
水
施
工

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
施
工
法　

塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
施

工
法

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
工
事
作
業

　

塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水

工
事
作
業

樹
脂
接
着
剤
注
入
施

工

な
し

な
し
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二
四
三

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製

図

機
械
製
図
法

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

電
気
製
図

な
し

な
し

塗
装

鋼
橋
塗
装
法

鋼
橋
塗
装
作
業

　

3
	　

三
級　

三
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
に
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
と

し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択
す
る
も
の

は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業

機
械
検
査

な
し

な
し

電
子
機
器
組
立
て

な
し

な
し

電
気
機
器
組
立
て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
法

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製

造

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
法　

プ

リ
ン
ト
配
線
板
製
造
法

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業　

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業

時
計
修
理

な
し

な
し

冷
凍
空
気
調
和
機
器

施
工

な
し

な
し

家
具
製
作

な
し

な
し

建
築
大
工

な
し

な
し

か
わ
ら
ぶ
き

な
し

な
し

配
管

建
築
配
管
施
工
法

建
築
配
管
作
業

型
枠
施
工

な
し

な
し

鉄
筋
施
工

な
し

な
し

テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン

な
し

テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製

図

な
し

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

電
気
製
図

な
し

な
し

貴
金
属
装
身
具
製
作

な
し

な
し

　

4
	　

単
一
等
級　

単
一
等
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
に
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
職
種
と
し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択

す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

電
子
回
路
接
続

な
し

な
し

二　

試
験
の
方
法　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三　

日
程
等

　

1　

実
技
試
験

　
　

㈠	　

実
施
期
日　

令
和
元
年
十
二
月
六
日
（
金
）
か
ら
令
和
二
年
二
月
十
六
日
（
日
）
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　

㈡　

実
施
場
所　

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

　
　

㈢	　

問
題
の
公
表　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
（
金
）
か
ら
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
甲

府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
）
に
お
い
て
行



山
梨
県
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第
三
十
二
号　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

二
四
四

う
。
た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な
い
。

　

2　

学
科
試
験

　
　

㈠　

実
施
期
日

職
種

実
施
期
日

1
	 　

一
級
及
び
二
級　

機
械
検
査　

電
気
機
器
組
立
て　

婦
人

子
供
服
製
造　

配
管　

型
枠
施
工

2
	 　

三
級　

電
気
機
器
組
立
て　

配
管　

型
枠
施
工

令
和
二
年
一
月
二
十
六

日
（
日
）

1
	 　

特
級　

鋳
造　

金
属
熱
処
理　

機
械
加
工　

放
電
加
工　

金
型
製
作　

金
属
プ
レ
ス
加
工　

工
場
板
金　

め
っ
き　

仕

上
げ　

機
械
検
査　

ダ
イ
カ
ス
ト　

電
子
機
器
組
立
て　

電

気
機
器
組
立
て　

半
導
体
製
品
製
造　

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製

造　

自
動
販
売
機
調
整　

光
学
機
器
製
造　

内
燃
機
関
組
立

て　

空
気
圧
装
置
組
立
て　

油
圧
装
置
調
整　

建
設
機
械
整

備　

婦
人
子
供
服
製
造　

紳
士
服
製
造　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形　

パ
ン
製
造

2
	 　

一
級
及
び
二
級　

さ
く
井　

金
型
製
作　

工
場
板
金　

時

計
修
理　

農
業
機
械
整
備　

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工　

石

材
施
工　

パ
ン
製
造　

防
水
施
工　

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

3
	 　

三
級　

時
計
修
理　

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工　

家
具
製

作　

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図　

貴
金
属
装
身
具
製
作

令
和
二
年
二
月
二
日

（
日
）

1
	 　

一
級
及
び
二
級　

金
属
ば
ね
製
造　

半
導
体
製
品
製
造　

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造　

空
気
圧
装
置
組
立
て　

建
築
大
工

　

か
わ
ら
ぶ
き　

鉄
筋
施
工　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工　

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工　

電
気
製
図　

塗
装

2
	 　

三
級　

機
械
加
工　

機
械
検
査　

電
子
機
器
組
立
て　

プ

リ
ン
ト
配
線
板
製
造　

建
築
大
工　

か
わ
ら
ぶ
き　

鉄
筋
施

工　

テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン　

電
気
製
図

3
	 　
単
一
等
級　

電
子
回
路
接
続

令
和
二
年
二
月
九
日

（
日
）

　
　

㈡	　

実
施
場
所　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二　

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン

タ
ー

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

1　

提
出
書
類

　
　

㈠　

技
能
検
定
受
検
申
請
書

　
　

㈡　

次
の
い
ず
れ
か
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し

　
　
　

⑴	　

運
転
免
許
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
黒
塗
り
す

る
こ
と
。）

　
　
　

⑵　

特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
在
留
カ
ー
ド

　
　
　

⑶　

健
康
保
険
被
保
険
者
証

　
　
　

⑷　

生
徒
手
帳
又
は
学
生
証
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

　
　
　

⑸　

外
国
政
府
が
発
行
し
た
旅
券
（
写
真
欄
及
び
日
本
国
査
証
欄
）

　
　
　

⑹	　

そ
の
他
日
本
の
官
公
庁
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る

も
の
に
限
る
。）

　
　

㈢　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

　

2　

試
験
手
数
料

　
　

㈠　

実
技
試
験

　
　
　

⑴　

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
一
万
八
千
二
百
円

　
　
　

⑵	　

二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
お
い
て

三
十
五
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十

九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
九
千
二
百
円

　
　
　

⑶	　

二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
若
し
く

は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
お
い
て
職
業
訓
練

（
省
令
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
職
業
訓
練
を
除
く
。）
を
受
け
て
い
る
者

若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
同
法
第

二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
（
省
令
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練

課
程
の
職
業
訓
練
を
除
く
。）
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。）
又

は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
中

等
教
育
学
校
（
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
課
程
に
限
る
。）、
特
別
支
援
学
校
（
同

法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る
。）、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は

同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
者
を
い
う
。
⑷
に
お
い
て
同
じ
。）（
⑷
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
一
万
二
千
百
円
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梨
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五

　
　
　

⑷	　

二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
お

い
て
三
十
五
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資

格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
三
千
百
円

　
　

㈡　

学
科
試
験　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
三
千
百
円

　

3
	　

手
数
料
の
納
付
方
法　

実
技
試
験
の
手
数
料
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
技
能
検
定
受
検
申

請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科

試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数

料
は
還
付
し
な
い
。

　

4　

受
付
期
間　

令
和
元
年
十
月
七
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で

　

5
	　

提
出
先　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
山

梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
五
五
｜
二
四
三
｜
四
九
一
六
）

　

6
	　

そ
の
他

　
　

㈠	　

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
申

請
書
の
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用
紙
請

求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
の
封
筒
に
、
宛
先
を
記
入
し
、
百
二
十
円
分
の
切

手
を
貼
り
付
け
た
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　

㈡	　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
（
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）
。
な

お
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
同
封
す
る
こ

と
。

五　

合
格
発
表
等

　

1
	　

合
格
者
の
発
表
及
び
通
知　

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
（
金
）
に
県
庁
東

側
の
掲
示
板
に
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
山
梨
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
掲
載
す
る
。

な
お
、
合
格
者
及
び
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
山
梨

県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
書
面
で
通
知
す
る
。

　

2
	　

合
格
証
書
等
の
交
付　

特
級
、
一
級
又
は
単
一
等
級
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
名
の
合
格

証
書
を
、
二
級
又
は
三
級
の
合
格
者
に
は
山
梨
県
知
事
名
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。
こ
の
ほ

か
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
技
能
検
定
の
合
格
者
に
対
し
、
合
格
し
た
等
級
の
技
能
士
章
を
交
付
す

る
。

六	　

そ
の
他　

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
（
電
話
〇

五
五
｜
二
二
三
｜
一
五
六
六
）
又
は
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
字
布
袋
二
千
六
十
一
番

一
、
二
千
六
十
二
番
一
、
二
千
六
十
五
番
一
、
二
千
六
十
六
番
一
、
二
千
六
十
七
番
一
、
二
千
六
十

八
番
、
二
千
六
十
九
番
一
、
二
千
七
十
番
一
、
二
千
七
十
一
番
一
、
二
千
七
十
一
番
三
、
二
千
七
十

一
番
四
、
二
千
七
十
四
番
か
ら
二
千
七
十
八
番
ま
で
、
二
千
八
十
番
、
二
千
八
十
一
番
、
二
千
八
十

三
番
、
二
千
八
十
四
番
、
二
千
八
十
六
番
、
二
千
八
十
八
番
、
二
千
九
十
番
、
二
千
九
十
一
番
一
、

二
千
九
十
四
番
か
ら
二
千
九
十
七
番
ま
で
、
二
千
九
十
九
番
、
二
千
百
番
、
二
千
百
一
番
一
、
二
千

百
二
番
一
、
二
千
百
三
番
一
、
二
千
百
三
番
三
の
一
部
及
び
二
千
百
十
一
番
一
、
道
並
び
に
水
の
区

域
二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路　

水
路

次
の
図
の
と
お
り

　

	

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
笛
吹
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
二
千
四
百
三
十
六
番
地　

株
式

会
社
三
和
リ
ー
ス　

代
表
取
締
役　

伏
見
哲
郎



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
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元
年
九
月
二
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二
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六


